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当委員会の委員長につきましては、奈良県たばこ対策推進委員会規則第五条で、委員会に委員長を置き、 

委員の互選によってこれを定めることが規定されているため、書面開催により委員長の選出を行うに 

あたっては、事務局より次のとおり委員長候補の提案をいたします。 

 

 

奈良県たばこ対策推進委員会 委員長選任（案） 

 

役職 委員名 組織・役職 

委員長 髙橋 裕子 委員 
京都大学大学院医学研究科 社会健康医学専攻 

健康情報学講座 特任教授 

 

○ 奈良県たばこ対策推進委員会規則【抜粋】 

(委員長)  

第五条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。  

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、 

その職務を代理する。 


